
議 案 第 ８ ４ 号

亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

         令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ８ 日 提 出

              亀 山 市 長   櫻 井 義 之

別 紙

亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

提 案 理 由

条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。



亀山市条例第   号

亀山市手数料条例の一部を改正する条例

亀山市手数料条例（平成１７年亀山市条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

（２） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加え

る。

改正後 改正前

別表第１（第２条、第５条関係） 別表第１（第２条、第５条関係）

  証明等関係手数料   証明等関係手数料

［略］ ［略］

備考 備考

１～３ ［略］ １～３ ［略］

４ 資産に関する証明書のうち土地

及び家屋に係る評価証明書、公課

証明書又は資産証明書の交付にあ

っては、土地の筆数及び家屋の棟

数の合計が５までをもって１件と

し、これを超える場合は１筆又は

１棟増すごとに５０円を加える。

４ 資産に関する証明書の交付にあ

っては、土地５筆まで又は家屋５

棟までをそれぞれ１件とし、これ

を超える場合は１筆又は１棟増す

ごとに５０円を加える。

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係）

１ 建築基準法関係手数料 １ 建築基準法関係手数料

手数料を徴収

する事務

手数料の名

称

金額

［略］ ［略］ ［略］

手数料を徴収

する事務

手数料の名

称

金額

［略］ ［略］ ［略］



１６ 建築基

準法施行令

（昭和２５

年政令第

３３８号。

以下この表

に お い て

「令」とい

う。）第

１３７条の

１２第１１

項の規定に

基づく用途

の変更を伴

わない大規

模の修繕又

は大規模の

模様替に関

する制限の

緩和に係る

認定の申請

に対する審

査

用途の変更

を伴わない

大規模の修

繕又は大規

模の模様替

に関する制

限の緩和に

係る認定申

請手数料

２７，０００

円

１７ 令第

１３７条の

１２第１２

項の規定に

基づく形態

の変更を伴

わない大規

模の修繕又

は大規模の

模様替に関

する制限の

緩和に係る

認定の申請

に対する審

査

形態の変更

を伴わない

大規模の修

繕又は大規

模の模様替

に関する制

限の緩和に

係る認定申

請手数料

２７，０００

円

１６ 建築基

準法施行令

（昭和２５

年政令第

３３８号。

以下この表

に お い て

「令」とい

う。）第

１３７条の

１２第６項

の規定に基

づく用途の

変更を伴わ

ない大規模

の修繕又は

大規模の模

様替に関す

る制限の緩

和に係る認

定の申請に

対する審査

用途の変更

を伴わない

大規模の修

繕又は大規

模の模様替

に関する制

限の緩和に

係る認定申

請手数料

２７，０００

円

１７ 令第

１３７条の

１２第７項

の規定に基

づく形態の

変更を伴わ

ない大規模

の修繕又は

大規模の模

様替に関す

形態の変更

を伴わない

大規模の修

繕又は大規

模の模様替

に関する制

限の緩和に

係る認定申

請手数料

２７，０００

円

る制限の緩

和に係る認

定の申請に

対する審査

２の１～４ ［略］ ２の１～４ ［略］



備考 表中の［ ］の記載は注記である。

附 則

この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、別表第３の改正規定は、公

布の日から施行する。


